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令和５年７月１８日 

ＬＰガス販売事業者 各 位 

（一社）新潟県ＬＰガス協会 

新潟県防災局消防課 

令和５年度新潟県ＬＰガス料金高騰対策家庭向け 

支援補助事業の説明会の開催について（ご案内） 

 

 既にご承知の通り、各種エネルギー価格の高騰により、都市ガス、電気等に対する生活者向け支援が

実施されている中、ＬＰガスに対する家庭向け支援の実施が、今般の６月県議会で可決、決定しました。

そして、当該補助事業の事務局は、（一社）新潟県ＬＰガス協会（以下、事務局）がお引き受けすること

になった事をご報告します。 

 当該補助事業は、ＬＰガスをご利用のご家庭（需要家）を対象に、本年９月～１０月のＬＰガス利用

分の請求額から月１，０００円（税抜き）を値引きしていただくものであり、値引きをする販売事業者

にあっては、事務局にあらかじめ補助金の申請をいただき交付決定を受けていただく必要があります。 

 ついては、当該補助金の目的並びに申請手続き等に関して下記の通り説明会を開催しますので、是非

ご参加くださるようお願いします。 

 なお、当該補助金の申請単位は、販売所ではなく販売事業者となります。よって、１販売事業者１名

に限定で恐縮ですが、申請手続きをご担当になる方のご出席をお願いします。 

記 

１．日時会場等 

開催日 時間と定員 会場 参加対象支部 

 

 

 

８月７日（月） 

 

１０：００～１１：３０ 

定員２００名 

新潟ＮＯＣプラザ 

新潟市東区卸新町２-８５３-３ 

TEL ０２５（２７３）４１８１ 

村上・新発田・蒲

原・新潟の各支部 

 

１４：３０～１６：００ 

  定員２００名 

長岡ベルナール 

長岡市千秋１－１０００－１ 

TEL ０２５８（２９）０１０１ 

県央・長岡・魚沼・

十日町の各支部 

 

８月１０日（木） 

 

１３：３０～１５：００ 

  定員５０名 

アミューズメント佐渡 

佐渡市中原２３４－１ 

TEL ０２５９（５２）２００１ 

 

佐渡支部 

 

８月１８日（金） 

 

１３：３０～１５：００ 

定員１３０名 

ユートピアくびき希望館 

上越市頸城区百間町７１６ 

TEL ０２５（５３０）２３６０ 

 

上越支部 

（注１） 上記、説明会の参加申し込みは不要です。各支部の会員数を基に資料を準備しておりますの

で、当日直接ご来場ください。 

２．説明会内容 

（１）当該補助金の目的と概要 

（２）販売事業者による申請手続きと値引き後の実績報告について 

（３）その他（質疑応答） 



令 和 ５ 年 ８ 月 
新 潟 県 防 災 局 消 防 課 

 
ＬＰガス料⾦⾼騰対策家庭向け⽀援事業の概要について 

１ 目的 
エネルギーの価格の高騰対策として、国により電気・都市ガス料金の負担

軽減策が実施されているところですが、ＬＰガス料金も県内において上昇し
ていることから、一般家庭等（一般消費者等）に対する負担軽減支援を行い
ます。 

２ 事業の概要 
この事業の全体のスキームとしては、図１に示すとおりです。 

 
図 1 事業のスキーム 

①新潟県から一般社団法人新潟県ＬＰガス協会（以下「協会」といいます。）へ
補助を行います。 

②協会がＬＰガス販売事業者へ補助を行います（申請が必要です。）。 
③ＬＰガス販売事業者が一般消費者（等）へ値引きを行います。 

３ 値引き額、値引き期間 
1 世帯あたり一律 1,000 円/月（税抜き） 
９月分と 10 月分の使用料、よって 2 か月間で総額 2,000 円となります。 

４ 支援対象者の要件 
・液化石油ガス法の一般消費者等 
・ガス事業法のコミュニティーガスの消費者（形態が液化石油ガス法の一般

消費者等と類似している者） 

○済  

① ② ③ 



５ ＬＰガス販売事業者の方への補助額 
次の額を補助します。 

・支援対象者の方に対する値引き額の原資→一世帯当たり 2,000 円 
・支援対象者一世帯当たり 100 円の事務経費 

６ ＬＰガス販売事業者の方に⾏っていただきたいこと 
○協会への補助金交付申請 
○支援対象者への周知 

・事前チラシの配付 
・請求時チラシの配付 

いずれのチラシも協会（が発注する印刷業者）から送付されます。 
○支援対象者へ値引き実施時の請求書等への値引き額明示 
○協会への実績報告 

なお、概算払申請は任意となります。 

７ ＬＰガス販売事業者の方のスケジュール 
あくまでも目安であり、翌月にＬＰガス料金請求するという前提です。 

説明会後〜9 月上旬 協会への補助金交付申請（交付決定は＋10 日前後） 
９月中 支援対象者への事前チラシの配布 
（任意）９月下旬 協会への概算払申請 
10 月 支援対象者への値引き済請求と請求時チラシの配付 
11 月 支援対象者への値引き済請求と請求時チラシの配付 
11 ⽉下旬〜12 月 協会への実績報告 

 
以上は概要となります。詳細は、協会が発行する要綱及び手引き並びに別

途配付しましたＱ＆Ａを参照下さい。 


